
高松空港エコエアポート専門部会運営要領

（設置）
第１条 高松空港利用者利便向上協議会（平成２１年７月１０日設置）規約

第９条第１項に基づき、高松空港エコエアーポート専門部会（以下、
「部会」という。）を設置する。

（目的）
第２条 部会は、高松空港内の事業者が環境問題を正しく理解し、問題意識

を共有して、空港地域における環境の保全及び創造を進める施策を実
施することにより、エコエアポートを実現することを目的とする。

（活動）
第３条 部会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
（１） 空港環境計画の策定
（２） 空港環境計画に基づく施策の実施
（３） エコエアーポートに関する教育及び啓発等の実施
（４） その他エコエアーポートを推進するために必要な活動

（構成員）
第４条 部会の構成員は、別表のとおりとする。

２ 必要に応じ、構成員以外の者を臨時に参加させ、意見等を求めるこ
とができるものとする。

（部会長及び事務局）
第５条 部会に部会長を置き、部会長は高松空港事務所先任施設運用管理官

とする。
２ 部会の事務局は、高松空港事務所施設運用管理官に置くものとする。

（部会の招集）
第６条 部会は、部会長が必要と認めた時に招集する。

（作業部会）
第７条 部会は、必要に応じ作業部会（Ｗ/Ｇ）を置くことができるものと

する。

（議事・運営）
第８条 部会で活動する事項及びとりまとめ等については、部会長が総括す

る。
２ 前第３条の活動を実施するにあたっては、高松空港利用者利便向上

協議会に諮るものとする。
但し、早期な対応を必要とするものは、部会において審議し決定す
ることができることとし、次期開催される協議会において報告するも
のとする。

（雑則）
第９条 この要領に定めるもののほか、必要な事項はその都度部会において

協議するものとする。

付則
この要領は、平成２２年５月２０日から施行する。



高松空港エコエアポート専門部会構成員
別表（第４条関係）

機 関 名 役 職
部会長 大阪航空局 高松空港事務所 先任施設運用管理官

四国地方整備局 高松港湾・空港整備事務所 工 務 課 長
四国運輸局 交通環境部 環境物流課 課 長 補 佐
関西航空地方気象台 高松空港出張所 所 長
香川県 警察航空隊 隊 長
香川県 防災航空隊 隊 長
香川県 政策部交通政策課 副 主 幹

（財）空港環境整備協会高松事務所 所 長
高松空港ビル（株） 施設部次長
（株）日本航空インターナショナル高松空港所 所 長
全日本空輸株(株)高松空港所 所 長
アシアナ航空（株）高松支店 支 店 長
高松商運（株） 航 空 部 長
四国航空（株） 業 務 部 長
四国航空（株）空港サービス部 部 長
國際航空給油（株）高松空港事業所 所 長
香川県バス協会 専 務 理 事
高松タクシー協会 副 会 長
香川県レンタカー協会 専 務 理 事


